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第■区　区長　■■　■■

個別避難計画作成のお知らせとお願い

　平素は、第■区自治会活動にご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。
　現在、多治見市役所では、高齢者や障がい者など、災害時の避難に支援が必要と考えられる方の避難計画（個別避難計画）の作成に取り組んでいます。
今般、この計画の作成業務が区に委託されることとなったため、区長名にてこの文書をお届けしています。
貴方はこの個別避難計画の作成対象者となっていますので、今後、区役員や民生委員等がお手伝いさせて頂きながら、貴方の個別避難計画を作成していきます。　
ただし、個別避難計画は、作成対象者ご自身の同意のもとに作成するものであるため、まずは、避難計画作成について貴方の意向を調査させていただきます。
今回お送りした文書は次のとおりです。裏面をご一読いただき、文書②を同封の返信用封筒にて令和■年■月■日（■）までに区事務所へご返送ください。

文書① 個別避難計画（見本）
文書② 作成意向調査書

≪ご不明な点は下記までお問合せください≫
　第■区事務所　電話（０５７２）■■－■■■■

個別避難計画の説明

≪個別避難計画とは≫
１　避難行動要支援者ごとの個別具体的な避難計画（文書①）のことをいいます。災害対策基本法で、その作成が市町村長の努力義務として定められています。
多治見市では、令和７年度末までに、災害危険区域（土砂災害警戒区域や浸水想定区域）内にお住いの避難行動要支援者の個別避難計画を作成する方針です。作成業務は、計画作成対象者ご本人やその家族、区・町内会、民生委員が協力して行います。
２　個別避難計画の作成は義務ではありません。あくまで計画作成対象者ご本人（貴方）の同意に基づいて作成するものですから、同意しない場合は作成不要です。なお、作成に関わった者には秘密保持義務が課されておりますので、避難支援の目的以外で個人情報を利用することはありません。

≪避難支援等実施者とは≫
個別避難計画（文書①）には「避難支援等実施者」の記入欄があります。「避難支援等実施者」とは、災害時等に避難情報の伝達や避難の手助けなど、その時の状況に応じて可能な範囲内で貴方の支援をしていただく方です。個別避難計画を作成する意向の方は、あらかじめご自身の「避難支援等実施者」となっていただける方を探しておいてください。見つからない場合でも、貴方の個別避難計画を作成する時に、区役員や民生委員がお手伝いしますので、ご安心ください。

